
伊勢原市重度障害者住宅設備改良費助成事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、在宅の重度障害者及びその家族が住宅設備をその障害者に適するよ

うに改造する経費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（助成対象経費）

第２条 この事業の助成対象経費は、既存住宅であって次の各号に掲げるものとし、各工

事等に係る経費の限度額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

⑴ 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造する工

事に係る経費 ８０万円

⑵ 天井走行式移動リフトの設置に係る経費 １００万円

⑶ 環境制御装置の設置に係る経費 ６０万円

（助成対象者）

第３条 この事業の助成対象者は、本市に住民登録（住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）に基づく住民基本台帳への記載をいう。）をしている者で次に掲げるものとす

る。

⑴ 前条第１号の対象者は、次に掲げる者で住宅設備を改造する必要がある者とする。

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者

手帳を有する者（以下「身体障害者」という。）でその障害の程度が１級又は２級

のもの

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律３７号）第１２条に規定する知的障害者更生

相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談

所（以下「相談所等」という。）において知能指数が３５以下と判定された者

ウ 障害の程度が３級の身体障害者で相談所等において知能指数が５０以下と判定さ

れた者

⑵ 前条第２号の対象者は、身体障害者でその障害の区分及び等級が下肢又は体幹機能

障害２級以上で移動が困難である者（１８歳以上６５歳未満の者に限る。）のうち、

市長が天井走行式移動リフトを設置する必要があると認めた者とする。

⑶ 前条第３号の対象者は、身体障害者でその障害の区分及び等級が四肢機能障害２級

以上の者（１８歳以上の者に限る。）のうち、市長が環境制御装置を設置する必要が

あると認めた者とする。

（助成額等）

第４条 この事業の助成額は、対象改造工事費又は第２条各号に定める限度額（以下「助

成限度額」という。）のいずれか少ない額から自己負担額及び伊勢原市地域生活支援事

業実施要綱（平成１８年伊勢原市告示第１５８号）第２２条により支給される日常生活

用具給付費又は介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４５条により支給される居宅

介護住宅改修費を差し引いた額とする。

２ 前項の自己負担額は、対象改造工事費が助成限度額を超える場合は助成限度額に、改

造工事費が助成限度額内の場合は当該改造工事費に別表の左欄に掲げる世帯階層区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて算出するものとする。



（申請）

第５条 この事業の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、伊勢原市重

度障害者住宅設備改良費助成事業申請書（第１号様式）及び伊勢原市重度障害者住宅設

備改良費助成事業計画書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。

⑴ 事業計画書

⑵ 工事図面

⑶ 見積書

⑷ 現状写真

⑸ 家主の承諾書を証する書類（借家等の場合）

（決定）

第６条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し必要

に応じて現地調査等を行い、その助成を決定したときは、伊勢原市重度障害者住宅設備

改良費助成事業決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。

（助成の回数）

第７条 この要綱による助成は、障害者の属する世帯につき第２条各号に掲げる各工事等

それぞれ１回とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

（事業の中止及び決定事項の変更）

第８条 助成の決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、その事業の中止又は

決定された事項の変更をしようとするときは、伊勢原市重度障害者住宅設備改良費助成

事業変更等申請書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その事業の中止又は決定された事項の

変更を承認するときは、伊勢原市重度障害者住宅設備改良費助成事業変更等決定通知書

（第５号様式）により助成事業者に通知するものとする。

（完成報告）

第９条 助成事業者は、当該住宅の改造工事が完成した場合は、伊勢原市重度障害者住宅

設備改良費助成事業完成届（第６号様式。以下「完成届」という。）に次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。

⑴ 完成写真

⑵ 改造工事請負金額を支払済みの場合は、業者からの領収書の写し

⑶ 改造工事請負金額を未払の場合は、業者からの請求書の写し

（助成金の交付）

第１０条 助成事業者は、前条の完成届等を提出した後、当該事業に係る助成金を市長に

請求するものとする。

２ 市長は、前項の請求に対して、前条の完成届等により助成することが適当と認められ

る場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

（助成決定の取消し等）

第１１条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成事業の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。



⑵ 当該助成事業が完了する見込みがないとき。

⑶ 前２号に定めるもののほか、助成決定内容及びこれに付した条件に違反したとき又

は市長の指示する内容に従わなかったとき。

２ 市長は、前項の規定により助成事業の交付決定を取り消した場合は、助成金の全部又

は一部を返還させなければならない。

（委任）

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行前に、この告示による改正前の伊勢原市重度障害者住宅設備改良費助

成事業実施要綱第６条の規定により助成の決定をしたものに対する改正後の第２条第１

号及び第２号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則（平成２５年２月２０日告示第２５号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は、公表の日から施行する。ただし、第３条第１項、第３号様式及び第５号

様式の改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この告示による改正後の伊勢原市重度障害者住宅設備改良費助成事業実施要綱第４条

第２項及び別表の規定は、平成２７年７月１日から適用する。

附 則（平成２９年３月１日 告示第２０号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成３０年１月５日 告示第１号）

この告示は、公表の日から施行する。



別表（第４条関係）

世帯階層区分 自己負担率

ａ 生活保護受給世帯 ０

ｂ 市町村民税非課税世帯 ０

ｃ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満であるものに限る。） １／３

ｄ 上記以外 全額自己負担

備考１ この表において「世帯」とは、助成対象者と生計を一にする消費経済上の一単位

をいうのであって、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯と認定するこ

とが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に助成対象者の扶養義務者以

外の者がいるときは、その者を除くものとする。

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められた全ての

世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者（地方税法第３２３条

により市町村民税が免除されている者を含む。）である世帯をいう。



第１ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 申 請 書

年 月 日

伊 勢 原 市 長 殿

申 請 者 住 所 伊 勢 原 市

,氏 名

電 話

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 実 施 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 、

申請 し ま す 。

添 付 書 類

１ 事 業 計 画 書

２ 工 事 図 面

３ 見 積 書

４ 現 状 写 真

５ 家 主 の 承 諾 を 証 す る 書 類

（ 借 家 等 の 場 合 ）



第２ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 計 画 書

１ 申 請 調 書

改 造 者 氏 名 工 事 に 要 す る 経 費 助 成 限 度 額 助 成 基 本 額

(A) (B ) (C )

(A B )又は の いず れか 少ない 方

円 円 円

２ 対 象 者 及 び 改 造 者 の 状 況

対 住 所 伊 勢 原 市

象 氏 名

者 障 害 名 ・ 等 級

改 住 所

造 氏 名

者 対 象 者 と の 続 柄

３ 改 造 工 事 の 概 要

□ 浴 室 □ 便 所 □ 玄 関 □ 台 所 □ 廊 下

改 造 位 置 □ そ の 他 （ ）

□ 段 差 解 消 □ 手 す り 取 付 □ 扉 の 変 更

改 造 内 容 □ そ の 他 （ ）



第３ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 決 定 通 知 書

伊 勢 原 市 指 令 （ ） 第 号

年 月 日

様

伊 勢 原 市 長 印

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 実 施 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、

次の と お り 通 知 し ま す 。

交 付 番 号 第 号

交 付 年 月 日 年 月 日

改 造 位 置 □ 浴 室 □ 便 所 □ 玄 関 □ 台 所 □ 廊 下

□ そ の 他 （ ）

改 造 内 容 □ 段 差 解 消 □ 手 す り 取 付 □ 扉 の 変 更

□ そ の 他 （ ）

工事請負 業者 名

工事 請負 業者 住所

費 用 総 額 円

自 己 負 担 額 円

公 費 負 担 額 円

備 考

審 査 請 求 及 び 取 消 訴 訟
こ の 処 分 に 不 服 の あ る 場 合 は 、 こ の 通 知 書 を 受 け 取 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ３ か 月 以 内 に 伊 勢 原 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。
ま た 、 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 、 こ の 通 知 を 受 け 取 っ

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 伊 勢 原 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て
伊 勢 原 市 を 代 表 す る 者 は 市 長 と な り ま す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。
なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

処 分 の あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る
こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 こ の 処 分 の 取 消
し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て
６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま す 。



第４ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 変 更 等 申 請 書

年 月 日

伊 勢 原 市 長 殿

申 請 者 住 所 伊 勢 原 市

,氏 名

電 話

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 実 施 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、

変更 等 の 申 請 を し ま す 。

変 更 等 の 区 分 □ 事 業 内 容 の 変 更 □ 事 業 の 中 止

変 更 前 の 内 容

変 更 後 の 内 容

変 更 等 の 理 由

＊ 事 業 の 中 止 の 場 合 は 、 変 更 前 の 内 容 欄 及 び 変 更 後 の 内 容 欄 の 記 入 は 不 要 。



第５ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 変 更 等 決 定 通 知 書

伊 勢 原 市 指 令 （ ） 第 号

年 月 日

様

伊 勢 原 市 長 印

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 実 施 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、

次の と お り 通 知 し ま す 。

変 更 等 の 区 分 □ 事 業 内 容 の 変 更 □ 事 業 の 中 止

変 更 部 分 に か か る □ 改 造 位 置 □ 浴 室 □ 便 所 □ 玄 関 □ 台 所 □ 廊 下

当 初 決 定 の 内 容 □ そ の 他 （ ）

□ 改 造 内 容 □ 段 差 解 消 □ 手 す り 取 付 □ 扉 の 変 更

□ そ の 他 （ ）

□ （ ）工事請負 業者 名

□ （ ）工事請負 業者 住所

□ 費 用 負 担 費 用 総 額 円

自 己 負 担 額 円

公 費 負 担 額 円

□ そ の 他 （ ）

変 更 部 分 に か か る □ 改 造 位 置 □ 浴 室 □ 便 所 □ 玄 関 □ 台 所 □ 廊 下

変 更 決 定 の 内 容 □ そ の 他 （ ）

□ 改 造 内 容 □ 段 差 解 消 □ 手 す り 取 付 □ 扉 の 変 更

□ そ の 他 （ ）

□ （ ）工事請負 業者 名

□ （ ）工事請負 業者 住所

□ 費 用 負 担 費 用 総 額 円

自 己 負 担 額 円

公 費 負 担 額 円

□ そ の 他 （ ）

審 査 請 求 及 び 取 消 訴 訟
こ の 処 分 に 不 服 の あ る 場 合 は 、 こ の 通 知 書 を 受 け 取 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ３ か 月 以 内 に 伊 勢 原 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。
ま た 、 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 、 こ の 通 知 を 受 け 取 っ

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 伊 勢 原 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て
伊 勢 原 市 を 代 表 す る 者 は 市 長 と な り ま す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。
なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

処 分 の あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る
こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 こ の 処 分 の 取 消
し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て
６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま す 。



第６ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 完 成 届

年 月 日

伊 勢 原 市 長 殿

申 請 者 住 所 伊 勢 原 市

,氏 名

電 話

伊 勢 原 市 重 度 障 害 者 住 宅 設 備 改 良 費 助 成 事 業 実 施 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、

届出 し ま す 。

□ 浴 室 □ 便 所 □ 玄 関 □ 台 所 □ 廊 下

改 造 工 事 位 置 □ そ の 他 （ ）

□ 段 差 解 消 □ 手 す り 取 付 □ 扉 の 変 更

改 造 工 事 内 容 □ そ の 他 （ ）

工 事 請 負 金 額 円 （ 自 己 負 担 額 円 ）

既 成 部 分

支 払 済 額 円

工 事 請 負 残 額 円

請 負 等 契 約 日 年 月 日

契 約 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

完 成 年 月 日 年 月 日

＊ 添 付 書 類

１ 完 成 写 真

２ 改 造 工 事 請 負 金 額 を 支 払 済 み の 場 合 は 、 業 者 の 領 収 書 の 写 し

３ 改 造 工 事 請 負 金 額 を 未 払 の 場 合 は 、 業 者 の 請 求 書 の 写 し


